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 活動の実施、記録Ⅲ

交付を受けた交付金を活用し、認定を受けた事業計画及び活動計画に基づ
いて活動を実施します。

日々の作業の内容や金銭の収支等について記録します。

■ 活動の実施、記録

１ 生産記録

• 対象取組の実施時期、肥料や農薬の使用記録を整理した生産記録を作成する必要がありま
す。また、必要に応じて、実施状況がわかる写真を撮影し、整理します。

• 市町村は、生産記録の内容を基に、活動要件の適否の確認・指導等を行います。記載漏れ
がないよう留意してください。

（参考様式は次のページ）

２ 交付金の収支

次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類については、交付を受けた年度の翌
年度から５年間保管する必要があります。

・交付金の申請から実施状況報告に至るまでの申請書類及び承認書類
・金銭出納簿
・領収書等支払を証明する書類
・財産管理台帳
・その他資源向上支払交付金に関する書類

また、農業者団体等の代表者は、農業者団体等内の合意に基づき、「環境負荷低減の取組
への支援（通称：みどり加算）」として交付された額を、環境負荷低減の取組を推進するた
めの活動に必要な経費（環境負荷低減の取組への支援の交付等に係る事務経費を含む。）に
充てるほか、環境負荷低減の取組を実施する農業者に対して、交付金を配分することが可能
です。

その際、配分方法等については、団体の規約に定める等により明確にした上で、配分の内
訳等がわかる証拠書類を保管する必要があります。
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■ 活動の実施、記録
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※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

■ 活動の実施、記録
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※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

■ 活動の実施、記録
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